
30・2・15 4市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く）

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

　

各
種
税
金
・
保
険
料
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

納
め
忘
れ
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

至
急
、納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

納
付
書
の
再
発
行
、
年
金
天

引
き
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更

手
続
等
、
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

  

納
税
課
納
税
係
（
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
２
３
）

  

▽
課
税
内
容
に
つ
い
て
＝
保

険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
２
）
▽

０４２

３８７

納
付
に
つ
い
て
＝
納
税
課
納
税

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
２
３
）

０４２

３８７

  

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
４
）

０４２

３８７

  

介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
９
２
１
）

０４２

３８７

 　

納
期
限
経
過
後
は
、
納
期
限

市市　

税税

問

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
税税

問後
期
高
齢
者
医
療
保
険

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料料

問

介
護
保
険

介
護
保
険
料料

問
市
税
・
国
民
健
康
保
険

税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
・
介
護
保
険
料

を
滞
納
す
る
と
・
・
・

の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の

期
間
の
日
数
に
応
じ
て
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

督
促
や
催
告
な
ど
、
再
三
の

お
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付

が
な
い
場
合
に
は
、
財
産
（
給

与
、
預
貯
金
、
不
動
産
な
ど
）

を
調
査
し
、
差
し
押
さ
え
に
よ

る
滞
納
処
分
が
課
せ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

 　

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に

住
む　

歳
か
ら　

歳
未
満
の
す

２０

６０

べ
て
の
人
（
厚
生
年
金
・
共
済

組
合
加
入
者
を
除
く
）
が
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
、
支
え
合

う
制
度
で
す
。

　

納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
老
齢

基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
や

遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

市
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
４
）
、

０４２

３８７

立
川
年
金
事
務
所
（
☎　

儿　
０４２

５２３

儿
０
３
５
２
）

国
民
年
金
保
険

国
民
年
金
保
険
料料

問

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料

　日ごろから、ごみの減量と資源化にご協力いただきましてありがとうございます。
　４月からのごみ・リサイクルカレンダーを、３月９日までに全戸配布します。３
月中旬になっても届かない場合は、ごみ対策課までご連絡ください。
　ごみ・リサイクルカレンダーのほかにも、日々のごみの分別に迷ったときは、ス
マートフォン・タブレット用のごみ分別アプリが便利です。
　「ごみ分別辞典機能」では、品名ごとの分別を簡単に調べることができるほか、
「収集日カレンダー」やごみの出し忘れを防止できる「アラート機能」、粗大ごみの
回収申し込み先などが分かる「問い合わせ先」、「市からのお知らせ」など、さまざま
な機能があります。ダウンロード方法は下記ＱＲコードを読み込み、ダウンロード
用のページからアプリをダウンロードしてください（無料。通信料は利用者負担）。ご
みに関するさまざまな情報を確認することができますので、ぜひご活用ください。
【１２月分のごみ排出量報告】
　１２月分の燃やすごみ１人１日
当たり排出量は、２６４.９ｇとな
り、目標値（２７５.４ｇ）を１０.５ｇ
下回りました。
 ごみ対策課減量推進係（☎
０４２−３８７−９８３５）
問

○２０４

ごみ1人1日当たりの排出量（単位：g）

（参考）燃やすごみ
前月・前年度同月の排出量 260.9 289.5

29年度
11月

28年度
12月

（参考）燃やさないごみ
前月・前年度同月の排出量 30.5 39.8

29年度
11月

28年度
12月燃やさないごみ

（市内全域） 39.9 33.5 6.4
12月 目標量 差引

燃やすごみ
（市内全域） 264.9 275.4 △10.5

12月 目標量 差引

目標より
増えちゃった

やった
減量成功

A
n
d
r
o
i
d
版

i
O
S
版

■
募
集
戸
数
２
戸

■
住
宅
名
ボ
ヌ
ー
ル
は
け
の
道

（
前
原
町
３
儿　

儿　

）
＝
１
Ｄ

２３

２０

Ｋ
（　

・
２
平
方
丿
。
１
階
。
単

３０

身
者
向
け
）

■
家
賃
１
万
５
千　

円
～
３
万
１

８００

千　

円
１００

■
入
居
予
定
日
３
月
下
旬

■
申
込
資
格
次
の
す
べ
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方

①　

歳
以
上
の
ひ
と
り
ぐ
ら
し
ま

６５
た
は　

歳
以
上
の
方
を
含
む　

歳

６５

６０

以
上
の
２
人
世
帯
で
、
市
内
に
引

き
続
き
３
年
以
上
居
住
し
て
い
る

方
（
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
）

②
自
立
し
て
い
る
方
で
次
の
い
ず

れ
か
の
理
由
に
よ
り
、
代
替
え
の

住
宅
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な

方
▽
１
年
以
内
に
立
ち
退
く
よ
う

に
求
め
ら
れ
て
い
る
▽
住
宅
の
老

朽
化
や
、
浴
室
が
な
い
な
ど
に
よ

り
、
安
全
や
衛
生
上
の
問
題
が
あ

る
▽
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
４
級
）

で
、
現
住
居
で
の
生
活
が
困
難
で

あ
る
▽
家
賃
が
収
入
月
額
（
年
間

所
得
か
ら
控
除
を
差
し
引
い
た
額

割
る　

）
の
４
割
を
超
え
、
支
払

１２

い
に
困
窮
し
て
い
る
▽
原
則
と
し

て
、
親
族
の
保
証
人
が
い
る

③
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定

す
る
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

 

▽
す
で
に
高
齢
者
住
宅
入
居
申

込
書
を
提
出
し
て
い
る
方
に
は
、

別
途
通
知
し
ま
す
の
で
、
再
度
申

し
込
む
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
▽
今

回
の
住
宅
以
外
に
つ
い
て
も
常
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
▽
持
ち
家
の

方
は
、
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん

 

２
月　

日
ま
で
に
、
指
定
の
申

２３

込
用
紙
（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で

配
布
）
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、

直
接
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅

係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
６
１
）
へ

３８７
他申

 　

原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
軽
自

動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

廃
棄
処
分
や
他
人
に
譲
る
な
ど

し
、
廃
車
や
名
義
変
更
の
届
け
出

を
し
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続

き
を
し
な
い
と
、
引
き
続
き
所
有

者
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 

▽
原
動
機
付
自
転
車
（　

㏄
以

１２５

下
）
＝
市
民
税
課
諸
税
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
２
０
）
▽
軽
二
輪
等

３８７
＝
東
京
運
輸
支
局
多
摩
自
動
車
検

査
登
録
事
務
所
（
☎　

儿
５
５
４

０５０

０
儿
２
０
３
３
）
▽
軽
四
輪
等
＝

軽
自
動
車
等
の
廃
車
・

名
義
変
更
は
３
月
中
に

問

軽
自
動
車
検
査
協
会
多
摩
支
所

（
☎　

儿
３
８
１
６
儿
３
１
０

０５０

４
）

 
【
都
ク
イ
ッ
ク
融
資
を
利

　

用
し
て
い
る
商
工
業
者

　

の
皆
さ
ん
へ
】

　

地
元
商
工
業
の
活
性
化
支
援
の

た
め
に
、
商
工
業
者
（
法
人
・
個

人
）が
東
京
都
制
度
融
資
の
ク
イ
ッ

ク
融
資
（
略
称
「
つ
な
ぎ
」
）を
利

用
し
て
市
と
契
約
し
た
金
融
機
関

か
ら
借
り
受
け
た
事
業
資
金
の
融

資
に
つ
い
て
、
平
成　

年　

月
～

２９

１０

平
成　

年
３
月
の
支
払
利
子
の
一

３０

部
を
補
助
し
ま
す
。

【
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
対
象
に
し

　

た
利
子
補
給
制
度
】

各
種
利
子
補
給
制
度

　

市
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
く

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
）が
市
と
契
約
し
た
金
融
機
関

か
ら
借
り
受
け
た
、
特
定
非
営
利

活
動
に
係
る
事
業
資
金
の
融
資
に

つ
い
て
、
平
成　

年　

月
～
平
成

２９

１０

　

年
３
月
の
支
払
利
子
の
一
部
を

３０補
助
し
ま
す
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

　

制
度
内
容
、
申
込
資
格
、
必
要
書

類
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

必
要
書
類
の
準
備
に
時
間
を
要

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
請
受
付
期
間
２
月　

日（
木
）

１５

～
３
月
７
日
（
水
）

 

経
済
課
産
業
振
興
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
１
）

３８７ 問

株式会社セブン−イレブン・ジャパン
および株式会社イトーヨーカ堂と地域
活性化包括連携協定を締結
　地域課題の解決に向け、相互に連携して取り組むこと
により、地域のより一層の活性化を図るため、１月２４日
に同協定を締結しました。また、高齢者等の地域社会か
らの孤立を防止するため、同日付けで「小金井市高齢者
等の見守り活動に関する覚書」も締結しました。

入
居
者
募

入
居
者
募
集集

高
齢
者
住
宅


